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議案第６９号 

   世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解 

 上記の議案を提出する。 

    令和２年６月１０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき、本案を提出する。 
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   世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解 

 世田谷区と との間の世田谷区営住宅使用料及び共益費の支払については、訴

え提起前の和解を申し立てたうえで、別紙和解条項により和解に応ずる。 

 １ 和解当事者 

   東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

    申立人 世田谷区 

 

相手方  

    

    相手方  

 ２ 事件の概要 

   世田谷区は、 に対し、平成９年４月１日付で、世田谷区営住宅である別

紙和解条項の別紙物件目録記載の建物（以下「本件建物」という。）の使用の承

認をした。 

   は、平成２６年１１月から本件建物の使用料及び共益費を滞納するよう

になったので、世田谷区は に対して督促及び催告を行った。しかし、滞納

は一向に解消せず、滞納額が次第に増加した。 

   令和元年１０月、 及び連帯保証人となった から滞納している本

件建物の使用料及び共益費を分割して支払う旨の申出があり、協議した結果、別

紙和解条項の内容で和解が成立する見込みとなった。 
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別紙 

和  解  条  項 

 １ 相手方 及び相手方 （以下「相手方ら」という。）は、令和２年

４月２２日現在、相手方 が申立人から借り受けている別紙物件目録記載の

建物（以下「本件建物」という。）に関し、平成２７年１０月分から令和元年９

月分までの本件建物の使用料につき３，１５３，２００円、同共益費につき２７

６，０００円、合計３，４２９，２００円を滞納していることを認める。 

 ２ 相手方らは、申立人に対し、本和解条項による和解をする日（以下「和解期日」 

という。）において前項の債務のうち未払金について、和解期日の属する月の翌 

月から完済するまでの間、毎月末日限り、金５５，０００円（最終月にあっては、 

金１９，２００円）ずつ分割して連帯して支払う。なお、弁済金の充当は申立人

が適宜指定できるものとする。 

 ３ 相手方らが前項の規定による分割金の支払を怠り、その滞納額が金１１０，０

００円に達したときは、相手方らは当然に期限の利益を失い、申立人に対し、第

１項の金員から既払金を控除した残金を連帯して直ちに一括して支払う。なお、

この場合の既払金には、次項に定める使用料及び共益費を含まない。 

 ４ 相手方らは、申立人に対し、本和解申立日以降、相手方 が本件建物の使

用を継続している間、毎月末日限り、世田谷区営住宅管理条例及び同条例施行規

則に基づいて算出された使用料及び共益費を支払うことを約束する。ただし、次

項に定めるところにより、相手方 が本件建物の使用許可を取り消す旨の通

知を受領したときは、この限りではない。 

 ５ 相手方 に次の各号に掲げる事由のいずれかが発生したときは、申立人は

本件建物の使用の承認を取り消し、相手方 に対し本件建物の明渡しを請求

することができる。 

   ⑴ 第３項の規定により期限の利益を喪失したとき。 

   ⑵ 前項の使用料及び共益費の支払を３箇月分以上怠ったとき。 

   ⑶ 前２号に掲げるもののほか、世田谷区営住宅管理条例第２１条第１項に規

定する各事由のいずれかが生じたとき。 

 ６ 前項の規定により申立人が相手方 に対し本件建物の明渡しを請求したと

きは、相手方 は、申立人に対し、直ちに本件建物を明け渡す。 
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 ７ 申立人が相手方 に対し第５項の規定による明渡請求をしたにもかかわら

ず、相手方 が本件建物の占有を継続するときは、相手方らは、申立人に対

し、相手方 が当該明渡請求を受けた日の翌日から本件建物の明渡済までの

期間、毎月末日までに、次項に定める使用損害金を連帯して支払うことを約束す

る。 

 ８ １箇月あたりの使用損害金は、年度毎に申立人が世田谷区営住宅管理条例第２

１条第５項の規定に基づいて算出する金額とする。 

 ９ 相手方 が本件建物を退去した後に本件建物に残置物があるときは、相手

方 は当該残置物についての所有権その他の権利を放棄したものとみなすと

ともに、申立人において当該残置物を適宜処分することができるものとする。 

 １０ 申立人と相手方 との間の使用関係に関し、本和解条項に定めのない事

項は、世田谷区営住宅管理条例及び同条例施行規則の定めるところによる。 

 １１ 和解費用は、各自の負担とする。 
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別紙 

 

物 件 目 録 

 １ 所   在  

２ 住 居 表 示  

３ 建物の名称  

４ 部 屋 番 号  

５ 構   造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

６ 専用床面積 ７２．４平方メートル 

 


